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療養病床から転換した介護者火保健施設の幸関州上の評価  
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保健施設における  

基準①  陸彗重さ  

うか。  
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健施設における  
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（参  ）夜勤時間帯に  務量の推計について  
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保健施設における  （参考）療養   

6：1  
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 ○ 介護療責型医療施設では、入院患者に対し、指導管理、t」ハビリテーション等の日常的に必要な医療行為として定められた行為について特定診   

療費として加算により評価している。療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者の状態像を考慮すると、医師による医学的管理や昼間の医   
療ニーズの高まりについて、介護療養型医療施設と同様に、日常的な医療の対応が必要な項目を評価すべきである。   

○ 療養病床から転換した介護老人保健施設への入所者は、現在の療養病床の入所者のうら、医療の必要性が比較的低く、状態が安定している者と   
考えられるため、既存の介護療養型医療施設の特定診療費で評価している事項のうち、   
① 既に既存の介護老人保健施設において評価されているリハビリテーションに関する項目   
② 重度療責管理に関する事項のうら、医療区分3に該当する項目   
を除いた、療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者において必要な項目のみ評価することとする。   

○ 常勤専従のリハビリテーション専門職の配置については、介護療責型医療施設及び介護老人保健施設における配置の実態を踏まえ、必要に応じ  
て別途評価することとしてはどうか。  

，栗茸柄I禾から転換  

現行の特定診療費項目   現行の単位数   現行の特定診療費の加算の概要  した老健施設にお  
ける喜平価の 石一再   

備考   

口  感染対策指導管理   5単位   院内に感染対策委員会を設置し、感染対策を常時  
講じた場合   ○  

巴  裾癌対策指導管理   5単位   専任医師等からなる祷癒対策チームの設置、裾癌  
対策を実施した場合   

250単位  入院後早期に所定の診察、検査等を行って、診療  

○  

8  初期入院診療管理  
方針を定め患者に対し文書で説明を行った場合  
（同一医療機関から転棟、転床した患者は除  ○  

く。）  

4  重度療養管理   120単位  要介護4，5の患者のうち一定の状態にあるもの   医療区分3に相当する状態については  
に対し、計画的な医学的管理、療養上必要な処置  対象としない。   
を行った場合  △  

凶  特定施設管理①   250単位  HIV感染者が入院した場合   

特定施設管理②   150単位  HIV感染者について、個室又は2人部屋で処遇  
した場合（のに加算）   

○  

6  重症皮膚潰癌管理指導   18単位  重症皮膚潰瘍を有している患者に対し、計画的な  
医学的管理・療養上の指導を行った場合   ○  

ロ  薬剤管理指導   350単位  投薬又は注射及び薬学的管理指導等を行った場合   
○  

田  医学情報提供   220単位  患者の退院に際して、他の医療機関での診療の必  
要性を認め、文書を添えて患者の紹介を行った場   ○  
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向  理学療法Ⅰ   180単位  既存の介護老人保健施設の指定基準  
上、理学療法士又は作業療法士の配置  

理学療法Ⅱ   100単位  と機能訓練の実施が定められており、  

△  
介護報酬上も基本施設サービス費にお  

理学療法Ⅲ   50単位  いて評価しているが、常勤専従の配置  

日常生活活動訓練加算  
について、必要に応じて別途評価する  

こととしてはどうか。  
リハビリ計画加算  

10  作業療法   180単位  既存の介護老人保健施設の指定基準  
上、理学療法士又は作業療法士の配置  

日常生活活動訓練加算  
と機能訓練の実施が定められており、  

△  介護報酬上も基本施設サービス真にお  
いて評価しているが、常勤専従の配置  

リハビリ計画加算   について、必要に応じて別途評価する  
こととしてはどうか。  

皿  言語聴覚療法   180単位  

185単位  患者の状態像に対応した診療計画書に基づく訓練  

○  

12  摂食機能療法  
指導を行った場合   

13  リハビリテーションマネジ  25単位  多職種協働によるカンファレンスの実施等に基づ  

○  

介護報酬上、介護老人保健施設の加算  
メント  く理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能  で同様の内容について評価が行われて  

療法を行った場合  いる（1日25単位）ため、重ねて評価  
することとはしない。   

14  短期集中リハビリテーショ   60単位  入院日から3ケ月以内の期間に集中的に理学療  介護報酬上、介護老人保健施設の加算  
ン  法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を  で同様の内容について評価が行われて  

行った場合  いる（1日60単位）ため、重ねて評価  
することとはしない。   

15  精神科作業療法   220単位  精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行  
う作業療法   ○  

岨  認知症老人入院精神療法   330単位  精神科医師の診療に基づき対象となる患者ごとに  
作成し、この治療計画に従 って行う。   ○  
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1）介護職員の人員に関する基準  

○ 介護老人保健施設 ：看護・介護職員で3：1  
※ 介護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度を標準としており、この場合、  

介護職員の配置は、概ね4．2：1となる。  

○ 介護療養型医療施設：6：1  

2）介護療養型医療施設における介護職員配置の評価  

○ 介護療養型医療施設の施設サービス費である「療養型介護療養施設サービス費」   

は、  
1」の場合の「療養型介護療養施設サービス費  

1」の場合の「療養型介護療養施設サービス費  

1」の場合の「療養型介護療養施設サービス費  
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1、介護4  

1、介護5  

1、介護6  

・「看護6  

・「看護6  

・「看護6  

から構成されている。  

○ 上記それぞれの報酬が算定されている施設は、  

・「療養 療養施設サービス費（Ⅰ）」が 91．6％  型介護   

・「療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）」が 5．9％  

・「療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）」が 2．5％   
である。  （出典）平成18年介護施設サービス・事業所調査（厚生労働省統計情報部） 8   





療養病床から転換した介護老人保健施設の施設要件  

1）経緯  

○ 療養病床から転換した介護老人保健施設については、既存の介護老人保健施設   
と比べて、   

・現在の入所者について、「医療機関」から入所した者の割合が「家庭」から入所  
した者の割合より高いことから、一般病床等からの退院者の受け皿として機  
能している   

・日中・夜間を通して一定の医療ニーズが高い   

という特性を有することから、これらを踏まえた施設要件を設定することとした   
ところ。  

○ 第44回分科会（H19．11．12）で使用したデータを、新 たに公表された「H  l∈錮 働省統吉十情 部）のデータに   

置き換え、当該データ及び「H18年 慢性期入院医療の包括評価に関する調査」  
（厚生労働省保険局）での調査結果をもとに、施設毎の分散の幅を算出しつつ、   

施設要件について検討を行った。   

※入所者については、「医療区分1及び医療区分2の30％の方が引き続き療養病床から転換した介護老   
人保健施設に入所している」とする。なお、今後、都道府県における直近の転換計画の状況を踏まえ再計   
算を行うことを検討する。  
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2）具体的な要件の検討  

要件1）  

「医療機関」から入所した者と「家庭」から入所した者の割合を用いた施設要件の検討①  

既存の介護老人保健施設  療養病床から転換した介護老人保健施設  
該当施設／全施設  

該当施設／全施設   
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※グラフの横軸は、全入所書中の「家庭からの入所者」又は「医療機関からの入所者」の割合  



要件1）  

「医療機関」から入所した者と「家庭」から入所した者の割合を用いた施設要件の検討②  

O「『医療機関』から入所した者の割合」と「『家庭』から入所した者の割合」の差に   

ついて、各施設毎に算出し分析を行ったところ、左下グラフのとおりとなった。  

○∃≡た、その場合の平均値及び標準偏差は右下表のとおりとなった。  

療養病床から転換した介護老人保健施設における  
「『医療機関』から入所した者の割合」と「『家庭』から入所した者の割合」の差  

該当施設／全施設  

療養病床から転換した  

介護老人保健施設   

平均値   71．2％   

標準偏差  

（SD）   
35。6％   

平均値一SD   号早∴ち％   

12   
※グラフの横軸は、「医療機関から入所した者の割合」と「家庭から入所した者の割合」の差分  



要件2）  

日中・夜間等を通じて一定の医療ニーズが高いことを用いた施設要件の検討①  

○医療ニーズには、「身体的ニーズ（医療処置等）」と「精神的ニーズ（認知症に対する対応等）」   

がある。  

O「身体的ニーズ」について、療養病床から転換した介護老人保健施設及び既存の介護老人保健   
施設において行われている医療処置のうら、実施率が1％以下のものは除いたうえで、実   
施率に有意な差（3倍以上）がある処置を抽出すると、「経菅栄養（5．7倍）」と「喀痍吸引（3．6  
倍）」となり、この2つの処置のいずれかを実施している者の割合を要件に用いることとし  
てはどうか。  

介護老人保健施設  介護療養型施設  
施設内での処置  

療養病床から転換した介護老人保健施設  

人数   ％  人数   ％  

医療分1  

人数   ％   

点滴   8，407   3．0％  9，451   8．5％  1，060   1．4％   

膜月光カテーテル   5，340   1．9％  8，400   7．鱒％  3，452   4．7％   

人工膜胱   159   0．1％  131   0．1％  及び  64   0．1％   

人工月工門   1，062   664   区分2の30％  

喀痺晩瓢 7．，310   19，651   17．7％  

ネブライザー   1378   11qA   11q乙  

酸素療法   1，679   0．6％  3，189   0   0．0％   

気管切開   171   0．1％  1，636   2．9％  書．6倍               1．5％  268   0．4％   

人工呼吸器  0．0％  38   0．0％  0   0．0％   

中心静脈栄養   0   

旛智東蕎 り，201 

透析   64   
ドレーン   25   0．0％  0   0．0％   

モニター測定   7，920   2．8％  0   0．0％   

じょく癒の処置   2，236   0．8％  3，098   2．8％  629   0．9％   

療病管理   5．544   2．0％  1，877   1．7％  1，046   13  



要件2）  

日中・夜間等を通じて一定の医療ニーズが高いことを用いた施設要件の検討②  

O「『経菅栄養』又は『略疲吸引卦を実施している者の割合」について、各施設毎に   

算出し分析したところ、左下グラフのとおりとなった。  

○また、その場合の平均値及び標準偏差は右下表のとおりとなった。  

療養病床から転換した介護老人保健施設における   

施設における暗痍吸引又は経菅栄養の実施率  該当施設／全施設  

療養病床から転換した：  

介護老人保健施設  

平均値   37。7％   

標準偏差  

23．5％   
（SD）   

平均値  
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注）現在の企護療養型医療施設空慨畳止墜痙   
吸引」のいずねも実施されてい幽L阜塑存  

在していたためゝ三塑ら施設を陰雌  
14   ※グラフの横車由は、全入所書中の「喀疾吸引」又は「経菅栄責」の実施率  



要件2）  

日中・夜間等を通じて一定の医療ニーズが高いことを用いた施設要件の検討③  

「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による比較  

介護老人保健施設  

在所音数   280，589  

認知症あり   262，401  93．5％  

ランクⅠ   35，367  12．6％  

ランクⅠ   82，827  29．5％  

ランクⅢ   99，299  35．4％  

ランクⅣ   39，260  ＿．］A〔粍．  

ランクM  ◆ 5，648ミ  2．0％  ● ■ ●   
▼●■■■■＝■■■●▼  

介護療養病床   

111，099  

105，348  94．8％   

5，455   4．9％   

14，504  13．1％   

36，408  32．8％   

38，136  34．3％   

10，845   9．8％   

療養病床から転換し  

た介護老人保健施設   

74，521  

70，332  94，4％   

1，553   2．1％   

10，277   13．8％   

26，810  36．0％   

24，675  。β息d私 

● ■ ● a  

■†【●．【■【○小ヾ   
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（参考）認知症高齢者の日常生活自立度判定基準  

（平成15年3月24日 老老発第0324001号から抜粋）  

ランク   判断基準   見られる症状血行動の例   

何らかの認知症を有するが、日常生活は  
家庭内及び社会的にほぼ自立している。  

Ⅱ   日常生活に支障を来すような症状・行動  

や意思疎通の困難さが多少見られても、誰  
かが注意していれば自立できる。  

Ⅱa   家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。   たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまで  
できたことにミスが目立つ等   

Ⅱb   家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。   服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人  

で留守番ができない等   

Ⅱ【   日常生活に支障を来すような症状・行動  

や意思疎通の困難さが見られ、介護を必  

要とする。  

Ⅲa   日中を中心として上記Ⅲの状態が見られ   着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。  
る。   やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、排掴、失禁、大  

声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等   

Ⅰ［b   夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られ  ランクⅢaに同じ   

る。  

Ⅳ   日常生活に支障を来たすような症状・行  ランクⅢに同じ   

動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、  

常に介護を必要とする。  

M   著しい精神症状や周辺症状あるいは重   せん妄、妄想、興奮、自傷一他害等の精神症状や精神症状  
篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要と  に起因する周辺症状が継続する状態等  
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